
   令和４年度（２０２２年度）熊本県御所浦地域民宿等宿泊施設環境整備 

事業補助金交付要項 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、御所浦地域における観光客等の受入れを促進し、当地域の活性化を

図るため、当地域での民宿等宿泊施設の環境整備を行う天草市に対し、予算の範囲

内において補助金を交付するものとし、その交付については、熊本県補助金等交付

規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、この要項に定めるところによるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）御所浦地域 天草市御所浦町の御所浦島、牧島及び横浦島をいう。 

（２）スクーリング 通信教育において、受講者が教師や学友と直接接触して学習

する機会を持つため、短期間集中的に学校教育と同様の面接授業を受けること

をいう。 

（３）民宿等宿泊施設 旅館業法（昭和２３年７月１２日法律第１３８号）第２条

に規定する旅館業を営むための宿泊施設をいう。 

（４）開業 知事から必要な許可を受けて旅館業を営むことをいう。 

（５）施設改修等の環境整備 民宿等宿泊施設における衛生設備の改修や耐震補強

工事、インターネット環境整備等により施設内の宿泊環境が向上する整備のこ

とをいう。 

 

（補助対象市町村） 

第３条 補助金の交付対象となる市町村は、天草市とする。 

 

（補助対象期間） 

第４条 補助金の交付対象となる期間は、令和４年（２０２２年）４月１日から令和

５年（２０２３年）３月１７日までの期間とする。 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、天草市

が御所浦地域民宿等宿泊施設環境整備事業補助金交付要領（以下「要領」という。）

に基づき、観光客やスクーリングの受入れにより御所浦地域の交流人口の拡大促進

のために行う民宿等宿泊施設の開業、施設改修等の環境整備を目的とした事業とし

て、補助金の交付を決定した事業とする。 



（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条に

掲げる事業に要する経費のうち、天草市が要領に基づき補助した経費とする。 

 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１とする。ただし、１，０００円未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、天草市への補助上限

額は、５００千円とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 天草市が規則第３条第１項の規定による交付の申請を行う場合は、交付申請

書（別記第１号様式）によるものとする。 

２ 前項の交付申請書に添付すべき資料は、次の各号のとおりとする。 

 （１）事業計画書（別記第２号様式） 

 （２）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 規則第６条の規定による補助金の交付決定の通知は、交付決定通知書（別記

第３号様式）により行うものとする。 

 

（補助対象事業の内容変更） 

第１０条 天草市は、前条の規定による交付決定を受けた後、補助対象事業の内容に

著しい変更が生じた場合は、あらかじめ変更申請書（別記第４号様式）に次に掲げ

る書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 （１）事業変更計画書（別記第５号様式） 

 （２）その他知事が必要と認める書類 

２ 規則第７条第２項の規定による補助対象事業の内容等の変更の決定通知は、変更

交付決定通知書（別記第６号様式）により行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第１１条 規則第８条の規定による申請の取下げをすることのできる期間は、交付決

定の通知を受けた日から起算して１０日を経過する日までとする。ただし、知事が

特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。 

 

（状況報告） 

第１２条 規則第１１条の規定による状況報告は、遂行状況報告書（別記第７号様式）

によるものとする。 



（実績報告） 

第１３条 規則第１３条の規定による実績報告は、実績報告書（別記第８号様式）に

よるものとする。 

２ 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次の各号のとおりとする。 

 （１）実績報告書明細（別記第９号様式） 

 （２）その他知事が必要と認める書類 

３ 第１項に定める実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了した日の翌日から

３０日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の３月

２４日のいずれか早い日とする。 

 

（補助金の額の確定） 

第１４条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定通知は、交付確定通知書（別

記第１０号様式）により行うものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１５条 規則第１６条第１項の規定による補助金の請求は、交付請求書（別記第

１１号様式）によるものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１６条 知事は、天草市が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助対象事業

に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は知事

の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り

消すことができる。 

２ 知事は、天草市が要領第１１条に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消す場合は、天草市に対し、当該補助金に係る補助金の交付の決定の全部又は一部

を取り消すことができる。 

３ 前２項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後

においても適用があるものとする。 

４ 第９条の規定は、第１項又は第２項の規定による取消しをした場合について準用

する。 

 

（補助金の返還） 

第１７条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、天草市に対し、

その返還を命ずるものとする。 

２ 知事は、天草市に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、天草市に対し、その返還を命ずるものとする。 



３ 知事は、天草市が要領第１２条に基づき補助金の返還を命じた場合は、天草市に

対し、天草市が返還を命じた額の２分の１の額の返還を命ずるものとする。 

４ 前３項の規定による補助金の返還の期限については、返還の命令がなされた日か

ら２０日以内とする。 

 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還） 

第１８条 天草市は、補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により

当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額を別記第 

１２号様式により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合は、天草市に対し、当該補助金に係る消費税等

仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。 

 

（財産の処分の制限） 

第１９条 規則第２１条第２項に規定する財産の処分を制限する期間は、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数

に相当する期間とする。 

 

（証拠書類の保管期間） 

第２０条 規則第２３条に規定する証拠書類の保管期間は、補助金の交付を受けた日

の属する会計年度の終了後５年間とする。 

 

（雑則） 

第２１条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要項は、令和４年（２０２２年）６月１３日から施行し、令和４年（２０２２

年）４月１日から適用する。 


